
 
平成２４年１２月２７日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 西建第４７号 西区五十嵐２の町地内側溝改修工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

施工第０－０００５号内訳表では、カルバート布設 基礎版含むとなっております

が、ＶＳカルバート本体（見積り 52,100 円）のみの価格で積算していないでしょ

うか。 
この内訳書では、ＶＳカルバート本体とＶＳカルバート基礎版（見積り 40,800 円）

 を含んだ価格の合計 92,900 円を採用しないのでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

 「施工第０－０００５号内訳表」カルバート布設について、一部表記に誤りがあり

ましたが、内訳表中の備考・雑材料区分・管理費区分に記載のとおり、カルバート単

価は「見積り 52,100 円」にて積算しております。 
 仮にＶＳカルバート基礎版単価を計上したとしても、予定価格が 95 万 2 千円増額

となり、最低制限価格が変わるものの、入札額の順位に変更はありません。 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


